
品川区の特別支援教育
すべての児童・生徒が

充実した学校生活を送るために

品川区の特別支援教育の取組や
就学相談の流れなどについて御紹介します。

品川区教育委員会
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＜記号の説明＞記号の中の番号は学校番号
○特別支援学級（知的障害、自閉症・情緒障害、病弱）・小学校　　
◇特別支援学級（知的障害）・義務教育学校　
□特別支援学級（知的障害）・中学校　　■特別支援学級（自閉症・情緒障害）・中学校
●通級指導学級・小学校　　◇通級指導学級・義務教育学校

品川区の特別支援教育の取組

特別支援教育の理念は

とされています。

　品川区教育委員会では、品川区全体の特別支援体制の方向性を踏まえて、幼児・児童・生

徒一人一人のもてる力を高め、自立や社会参加を目指した教育的支援を行うため、 各学校の

校内体制の整備・充実に向けて、次のようなことを行っています。

１  教職員への理解啓発　※特別支援教育研修等

２  特別支援教育推進の中核となる教員の養成　※特別支援教育コーディネーター養成研修、特別支援学級担任研修等

３  巡回相談員による支援※

４  専門家による訪問相談

５  特別支援学級・特別支援教室の整備・充実

６  都立特別支援学校に在籍する区内在住児童・生徒の副籍制度を利用した交流及び共同  

　  学習の充実

７  学習支援員・学校生活支援員の配置（委託）

８  医療的ケア看護師の配置（派遣）

９  発達障害教育支援員の小学校・義務教育学校（前期課程）への配置（派遣）

　障害のある幼児·児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視

点に立ち、幼児・児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活

や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。

　また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない

発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児 ・ 児童・生徒が在籍する全ての学校にお

いて実施されるものである。

　さらに、特別支援教育は、障害のある幼児・児童・生徒への教育にとどまらず、障害の有

無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成

の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。
（文部科学省通達　19文科初第125号　平成19年4月1日）

※区立学校の担当校5～6校（小・中学校、義務教育学校）に、2週間に1回程度の間隔で巡回しています。各担当校では、いじめや不
登校、問題行動などの実態把握をはじめ、学習・生活面や友達関係、家庭環境などに見られる諸課題に対して配慮を要する児童・
生徒への学校や都費スクールカウンセラーの対応について必要な指示・助言をします。
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品川区の特別支援教育体制

・特別支援教育に関する研修

小・中学校・義務教育学校

特別支援学級（固定級）

特別支援学級（通級）

・知的障害

・自閉症・情緒障害
・病弱

・言語障害

特別支援教室（訪問指導）

・情緒障害等

・難聴

・実態把握
・関係機関との連携、情報の共有
・学校生活支援シートの作成
・個別指導計画の作成
・保護者への理解啓発
・教職員への理解啓発

特別支援教育
コーディネーター

特別支援教育コーディネーター
連絡会（年3回）

・巡回相談員
・都費スクール
　カウンセラー

巡回相談員
連絡会（月1回）

区費指導助手

区費講師

学習支援員 発達障害教育支援員

特別支援学級支援員 医療的ケア看護師

学校生活支援員
校内委員会

募
集・養
成・配
置

都
立
特
別
支
援
学
校

通常の学級

専
門
家
委
員
会

交
流
及
び

共
同
学
習

専門家による訪問相談

就 学 相 談 委 員 会

通級・特別支援教室利用相談会

品川区立教育総合支援センター

特 別 支 援 教 育 担 当

品川区療育支援ネットワーク
◇子ども未来部　　子ども育成課、保育施設運営課
◇福祉部　　　　　障害者支援課、品川児童学園
◇品川区保健所　　品川保健センター、大井保健センター、
　　　　　　　　　荏原保健センター

・ 副籍
・ コーディネーター 
　 による訪問相談
・理解啓発事業

業
務
受
託
者

就学相談
小学校・義務教育学校（前期課程）入学時、中学校入学時・義務教育学校（後期課程）進学時

就学相談の流れ 主な内容 期　間　等

　教育委員会では、入学・進学にあたって、お子さんが十分に力を発揮し、楽しい学校生活を送る
ことができるように専門の就学相談委員が相談をお受けしています。この就学相談は、保護者の
希望をもとに、学校教育についての情報をお伝えしながら、望ましい就学先について一緒に考え
ていくものです。
　就学相談は、保護者の意思を確認しながら下図のように進めていきます。
　お子さんが実り豊かな学校生活を送ることができますよう、どうぞ就学相談をご利用ください。

※次年度７年生（中学校入学・義務教育学校後期課程進学）で、かつ６年生時点で特別支援教室を
利用しており、４月から引き続き利用を希望される場合は、学校を通じて「新７年生利用審査会」
に申し込みをしてください。（申請期間：令和８年８月１７日～９月３日）

教育委員会事務局
教育総合支援センター
特別支援教育担当

保護者の希望やお子さんの様子
をもとに、就学相談委員の検討を
加え、就学先についての意見をま
とめます。

③ 心理検査

Ｗｅｂにてお申し込みください。
申込後、メールまたは電話で面談
日等の調整をします。

④ 行動観察
　 保護者面談

① 就学相談の申込

② 就学相談書類の郵送

⑤ 就学相談委員会による検討会

⑥ 保護者へ連絡・相談

⑦ 就学

⑤での意見等を保護者にお伝え
し、必要に応じ継続して相談を行
います。

教育委員会学務課から就学指定
通知書をお送りします。

就学相談委員がお子さんの行動
観察を行います。
お子さんの様子をもとに保護者と
の面談を通して配慮が必要な事
項について確認します。

必要な方は心理職による心理検
査を行います。

必要事項を記入の上、特別支援
教育担当へ返送してください。

①・②で日時・場所をお知らせし
ます。
（６月～１２月下旬）

※就学相談委員
　　医師・心理相談員
　　特別支援学校教員
　　区立学校校長・教員
　　幼稚園長・保育園長

新１年生：３月２３日～１０月　９日
新７年生：５月　１日～１０月　９日

予約は
こちらから

日程確定から１ヶ月程度で

①で日時・場所の調整をします。

６月～１２月下旬

⑤の翌日以降
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学習支援員・学校生活支援員、発達障害教育支援員等について

　品川区では、通常の学級に在籍する個別の教育的ニーズのある児童・生徒に対し、将来の社会
参加や自立に向けた支援を行うことを目的に、学校の要請に応じ業務受託者を通して学習支援員・
学校生活支援員を配置しています。
　どちらの制度も、在籍校の校内委員会で作成された個別指導計画に基づき、教育委員会で判断
して配置します。
　学習支援員は発達障害等のある生徒の学習参加に困難がある場合の支援を行い、学校生活支援
員は児童・生徒の安全確保や身辺介助を行います。
　また、発達障害等のある児童が安心し、円滑に在籍学級での学習を継続できるための支援を行
う発達障害教育支援員を令和６年度から小学校・義務教育学校前期課程全校に配置しています。

読むことが苦手な
生徒に対して、
黒板等に書かれた
内容を伝える。

自力での階段の上り
下りや更衣が困難な
児童・生徒に対して、
必要な介助をする。

授業中の立ち歩きや
飛び出しのある児童・
生徒に対して安全の
確保を図る。

聞いて理解することが
苦手な生徒に対して、

先生の話を
要約して、文章や
絵・図に表すなど、
支援する。

学習支援員※ができることの例
※中学校・義務教育学校後期課程で配置

学校生活支援員ができることの例

発達障害等のある児童の
学習支援や安全管理等の支援を行います。

●学習支援員・学校生活支援員、発達障害教育支援員は、授業を
行うことを目的として採用されていないので、教員免許状を
持っていても、別教室で個別指導を行うことはできません。
●主に就学相談を通して、医療的ケアが必要な児童・生徒へ看護
師を配置しています。

※小学校・義務教育学校前期課程で配置

発達障害教育支援員※

特別支援学級（知的障害）

〈記号の説明〉記号の中の番号は学校番号
◯ 特別支援学級(知的障害、自閉症・情緒障害、病弱）・小学校　　 ◇ 特別支援学級（知的障害）・義務教育学校　　
□ 特別支援学級（知的障害）・中学校

学 校 名 ⑦ 第一日野小学校 〒141－0031
品川区西五反田6－5－32

東急目黒線　不動前駅から　徒歩7分
障害種別
学級愛称

知的障害
5組

学級の教育目標
・明るく元気な子
・よく考える子
・仲よくする子
・自分のことは自分でする子

特色ある教育活動

電話 03‐3492‐6258　FAX 03‐3492‐0939

・教育活動全体を通して、友達と協力し合い、自立
心を育てています。
・児童の実態に応じた指導を行い、身辺自立や基本
的生活習慣の定着に努め、学校生活でのルールや
マナーを学んでいます。
・自分の気持ちの適切な伝え方や相手の話を最後
まで聞くこと等、コミュニケーションのとり方を
学び、自尊感情を高めています。
・日常的に運動に親しむ機会を設け、運動の日常化
や基礎体力の向上を図っています。
・学習や行事で、通常の学級との「交流及び共同学
習」を行っています。

　小学校・中学校・義務教育学校においては、特別な支援が必要な児童・生徒に対して学校全体で支
援していくこととされています。このため、障害の状態により特別な支援が必要な児童・生徒につい
ては通常の学級での障害に配慮した指導、特別支援学級での指導が行われています。
　特別支援学級（知的障害）では、通常の学級の教育課程を基本にしながら、児童・生徒の実態に応
じた弾力的な教育課程を編成しています。
　特別支援学級（知的障害）では、記憶、推理、判断などの知的機能の発達に遅れがみられ、社会生
活への適応が難しい児童・生徒を対象に、一人一人の言語面、運動面、学習面などの発達の状態や社
会性などを十分把握しながら、児童・生徒の主体性や
自発性が十分に発揮できるように指導を工夫していま
す。そのために、小集団の中で、個に応じた生活に役
立つ内容を重視しています。例えば、1年～4年では、
体力づくりや基本的な生活習慣の確立、日常生活に必
要な言語や数量などの指導を行っています。5年～9年
では、日常生活に加え、社会生活や職業生活につなが
る知識や技能などが身に付けられるような指導を行っ
ています。
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学 校 名 ⑰ 浜川小学校 〒140－0013
品川区南大井4－3－27
電話 03‐3761‐0530 FAX 03‐3761‐0609
京浜急行線 立会川駅から 徒歩5分

障害種別
学級愛称

知的障害
6組

学級の教育目標
・自分で学ぶ子
・友だちと仲よくする子
・やりぬく子
・いつも笑顔の子

特色ある教育活動

学 校 名 ㉔ 中延小学校 〒142－0053
品川区中延1－11－15
電話 03‐3781‐4016 FAX 03‐3781‐4063
東急池上線 荏原中延駅から 徒歩5分

障害種別
学級愛称

知的障害
3組

学級の教育目標 特色ある教育活動
・自立と社会参加をめざす上で必要な力を身に付
けられるように教育課程を編成しています。
・児童の学習に対する理解や動機付けを高め、「確
かな学力」を身に付けられるように、ICT 機器を
積極的に活用して指導にあたっています。
・「確かな学力」の定着を進めるため、通常学級との
「交流及び共同学習」はねらいをもち、精選して
行っています。
・特別支援学級から主体的に交流を進めるため、「な
かのぶ交流会」を企画・運営し、通常学級の児童
との受け身ではない交流活動を行っています。
・３年生以上は、教科に応じて全体指導、グループ
指導を取り入れ、個に応じた指導をいっそう充実
しています。

自分のことは自分で行う子
〈１～４学年の目標〉
・たのしく学ぶ子　・友達といっしょにとりくむ子
・げんきにあそぶ子
〈５～６学年の目標〉
・すすんでたのしく学ぶ子　・みんなといっしょに
とりくむ子　・げんきにすすんであそぶ子

・縦割りでのグループ学習を多く設定しており、学
び合いの中で基礎学力の定着を図り、他者理解や
思いやりの気持ち等も育てています。
・体力の向上や正しい姿勢の保持のために、朝の会
における立腰姿勢の取組や体育科指導の充実を
図っています。
・学校行事、学年行事、朝会、集会等に、全学年交流
学級に入り、通常学級との「交流及び共同学習」で
共生を進めています。１、２年生は音楽・生活科
の教科交流を行い、また３年生以上は児童の実態
に応じて、教科交流を行っています。

学 校 名 ③ 浅間台小学校 〒140－0004
品川区南品川6－8－8
電話 03‐3474‐2727 FAX 03‐3474‐2756
京浜東北線・東急大井町線　大井町駅から　徒歩10分

障害種別
学級愛称

知的障害
3組

学級の教育目標
・自分のことは自分で行う子
・友達と一緒に学ぶ子
・最後までやり抜く子

特色ある教育活動
・教育活動全体を通して、社会生活に必要な判断力、
行動力、実践力を育てていきます。
・児童の実態に応じて、きめ細かい指導を行い、児
童の身辺自立等の基本的生活習慣の定着を図り
ます。
・基礎的な漢字や計算等の習得を目指し、将来的な
自立につながるように指導します。
・体験的な活動を重視し、校外での宿泊や植物栽培、
動物との触れ合い活動等を行うことにより、身辺
自立を促します。
・学級内では、上学年が下学年の手本になるように
導いたり、活動の中心となるように支援したりし
て、上学年としての自覚を促します。
・学校行事、学年行事、朝会、集会、朝学習等を通して、
通常の学級と「交流及び共同学習」を行います。

学級の教育目標
〈１～４学年の目標〉
 ・自分のことは自分でする子　
 ・友達となかよくする子
 ・元気にすごす子
〈５・６学年の目標〉
 ・自分からすすんで学ぶ子
 ・自分からすすんで人とかかわる子　
 ・自分からすすんで体を鍛える子

学 校 名 34 上神明小学校 〒142－0043
品川区二葉4－4－10
電話 03‐3781‐4792 FAX 03‐3781‐5047
東急大井町線　中延駅から　徒歩7分

障害種別
学級愛称

知的障害
ほほえみ学級

特色ある教育活動
・個性を伸ばすきめ細やかな指導に学校全体で取
り組み、児童一人一人の自立心を育てます。
・学習規律、基本的生活習慣等の定着を図ります。
・家庭との連携を密にし、個別指導計画の充実を図
ることで、個の力を高めます。
・コミュニケーション力の向上に力を入れ、集団生
活に適応するための社会性を育てます。
・小規模校のよさを生かして、「交流及び共同学習」
を行います。
・「地域の子ども」として健全に育成できる環境づ
くりを進めていきます。
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学 校 名 ⑰ 浜川小学校 〒140－0013
品川区南大井4－3－27
電話 03‐3761‐0530 FAX 03‐3761‐0609
京浜急行線 立会川駅から 徒歩5分

障害種別
学級愛称

知的障害
6組

学級の教育目標
・自分で学ぶ子
・友だちと仲よくする子
・やりぬく子
・いつも笑顔の子

特色ある教育活動

学 校 名 ㉔ 中延小学校 〒142－0053
品川区中延1－11－15
電話 03‐3781‐4016 FAX 03‐3781‐4063
東急池上線 荏原中延駅から 徒歩5分

障害種別
学級愛称

知的障害
3組

学級の教育目標 特色ある教育活動
・自立と社会参加をめざす上で必要な力を身に付
けられるように教育課程を編成しています。
・児童の学習に対する理解や動機付けを高め、「確
かな学力」を身に付けられるように、ICT 機器を
積極的に活用して指導にあたっています。
・「確かな学力」の定着を進めるため、通常学級との
「交流及び共同学習」はねらいをもち、精選して
行っています。
・特別支援学級から主体的に交流を進めるため、「な
かのぶ交流会」を企画・運営し、通常学級の児童
との受け身ではない交流活動を行っています。
・３年生以上は、教科に応じて全体指導、グループ
指導を取り入れ、個に応じた指導をいっそう充実
しています。

自分のことは自分で行う子
〈１～４学年の目標〉
・たのしく学ぶ子　・友達といっしょにとりくむ子
・げんきにあそぶ子
〈５～６学年の目標〉
・すすんでたのしく学ぶ子　・みんなといっしょに
とりくむ子　・げんきにすすんであそぶ子

・縦割りでのグループ学習を多く設定しており、学
び合いの中で基礎学力の定着を図り、他者理解や
思いやりの気持ち等も育てています。
・体力の向上や正しい姿勢の保持のために、朝の会
における立腰姿勢の取組や体育科指導の充実を
図っています。
・学校行事、学年行事、朝会、集会等に、全学年交流
学級に入り、通常学級との「交流及び共同学習」で
共生を進めています。１、２年生は音楽・生活科
の教科交流を行い、また３年生以上は児童の実態
に応じて、教科交流を行っています。

学 校 名 ③ 浅間台小学校 〒140－0004
品川区南品川6－8－8
電話 03‐3474‐2727 FAX 03‐3474‐2756
京浜東北線・東急大井町線　大井町駅から　徒歩10分

障害種別
学級愛称

知的障害
3組

学級の教育目標
・自分のことは自分で行う子
・友達と一緒に学ぶ子
・最後までやり抜く子

特色ある教育活動
・教育活動全体を通して、社会生活に必要な判断力、
行動力、実践力を育てていきます。
・児童の実態に応じて、きめ細かい指導を行い、児
童の身辺自立等の基本的生活習慣の定着を図り
ます。
・基礎的な漢字や計算等の習得を目指し、将来的な
自立につながるように指導します。
・体験的な活動を重視し、校外での宿泊や植物栽培、
動物との触れ合い活動等を行うことにより、身辺
自立を促します。
・学級内では、上学年が下学年の手本になるように
導いたり、活動の中心となるように支援したりし
て、上学年としての自覚を促します。
・学校行事、学年行事、朝会、集会、朝学習等を通して、
通常の学級と「交流及び共同学習」を行います。

学級の教育目標
〈１～４学年の目標〉
 ・自分のことは自分でする子　
 ・友達となかよくする子
 ・元気にすごす子
〈５・６学年の目標〉
 ・自分からすすんで学ぶ子
 ・自分からすすんで人とかかわる子　
 ・自分からすすんで体を鍛える子

学 校 名 34 上神明小学校 〒142－0043
品川区二葉4－4－10
電話 03‐3781‐4792 FAX 03‐3781‐5047
東急大井町線　中延駅から　徒歩7分

障害種別
学級愛称

知的障害
ほほえみ学級

特色ある教育活動
・個性を伸ばすきめ細やかな指導に学校全体で取
り組み、児童一人一人の自立心を育てます。
・学習規律、基本的生活習慣等の定着を図ります。
・家庭との連携を密にし、個別指導計画の充実を図
ることで、個の力を高めます。
・コミュニケーション力の向上に力を入れ、集団生
活に適応するための社会性を育てます。
・小規模校のよさを生かして、「交流及び共同学習」
を行います。
・「地域の子ども」として健全に育成できる環境づ
くりを進めていきます。
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学 校 名 〒142－0064
品川区旗の台5－11－13
電話 03‐3781‐5643 FAX 03‐3781‐5810
東急大井町線・池上線 旗の台駅から 徒歩5分

障害種別
学級愛称

知的障害
1組

特色ある教育活動
・国語と数学はグループに分かれて個別に学習を
進めることで、基礎的・基本的な学力の定着を図
ります。また、体育の授業を原則毎日行うことで、
体力の向上を目指します。
・年間を通じて交流クラスを設定し、運動会・文化
祭・校外学習等では、発達状況を考慮しながら通
常の学級との「交流及び共同学習」を行うことで、
相互理解を深め、人間関係の構築を図ります。
・一人一人が役割をもって多くの経験を積むこと
で、自立や社会参加に向けた主体性を育みます。
・キャリア教育の一環として、卒業生を講師に呼ん
で上級学校の話を聞く授業を行います。
・週に一回、放課後に「創作部」という名称で部活動
を行っており、簡単なモノづくりや、ボードゲー
ムなどをとおしてコミュニケーションの練習を
行っています。（参加は希望制です。）

・基本的な生活習慣を確立し、身辺自立を図る
・基礎的な学力を身に付け、自ら考え行動できる力を
  育てる
・仲間を大切にする思いやりのある豊かな心を育てる
・安全に心がけるとともに心身を鍛え、生きる力を育
  てる

荏原第五中学校

学 校 名 ◇1 日野学園 〒141－0022 品川区東五反田2－11－1
電話 03‐3441‐3209 FAX 03‐3441‐3246
山手線・りんかい線 大崎駅から 徒歩6分
山手線・都営浅草線・東急池上線 五反田駅から　徒歩6分

障害種別
学級愛称

知的障害
5組（1年～9年）

特色ある教育活動

学級の教育目標

学級の教育目標
・基本的生活習慣や身辺自立の確立
・基本的知識の習得と基礎学力の定着を図るとと 
もに、自ら考え行動できる力を育てる
・健全な心身の成長、豊かな心を育てる
・集団の一員としての自覚をもち、協調しようとす
る態度を育てる

・個別指導計画をもとに、児童・生徒一人一人の
実態に応じて、学年の枠を超えたグループ別学習
や個別学習といった学習指導の工夫・展開をし
ます。
・交流する学級を年間で固定し、幅広い人間関係を
育てるために、文化的・体育的・奉仕的行事や授
業を通し、通常学級との「交流及び共同学習」を進
めます。

学 校 名 ◇2 伊藤学園 〒140－0014
品川区大井5－1－37
電話 03‐3771‐3374 FAX 03‐3771‐0944
横須賀線 西大井駅から 徒歩6分

障害種別
学級愛称

知的障害
ひまわり組（1年～6年）・6組（7年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
・自立に向けて努力できる人
・体を鍛えようと努力できる人
・周りの人たちと協調していける人

◇ひまわり組の様子◇６組の様子

・１年生から９年生までを、いろいろな形のグルー
プに分けて授業を行い、義務教育学校の特色を生
かした活動を行います。
・学校行事では交流学年に入り、通常の学級の児童・
生徒と共に「交流及び共同学習」を行っています。
・区内の特別支援学級と連合で、連合宿泊学習、
連合スポーツ大会を行っています。
・「市民科」では、社会生活を送っていく上で、必要
となる事柄を学習しています。
  （整理整頓、買い物、調理、地域のお店、いろいろな
仕事、公共機関の利用、マナー、生活設計）

学 校 名 ◇3 八潮学園 〒140－0003
品川区八潮5－11－2
電話 03‐3799‐1641 FAX 03‐3799‐1643
都営バス・京急バス 「八潮北」下車2分

障害種別
学級愛称

知的障害
6組（1年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
自ら考え、自己の目標に向かって、最後までやり遂
げようとする態度を育てる
強く丈夫な身体に鍛え、意欲的な態度を育てる
思いやりをもって協力し合える態度を育てる

・発達段階に応じて交流学習を行い、集団の中で適切
な行動をとり、安心して過ごせるよう指導しています
・習熟度に応じた少人数クラスを設定し、学びやす
く、わかりやすい授業を行っています
・学級会や給食指導、体育・文化活動においても、
複数の教員がチームとなり、きめ細かい支援・指
導を行っています

・達成感がもてる活動を多く取り入れ、最後まであ
きらめずにやり遂げる力を身に付けます。
・日常生活に関連した生活単元学習を行い、基本的
な生活習慣を身に付けます。
・義務教育学校の特徴をいかし、６組の合同学習や
合同行事を計画的に行います。
・通常の学級との「交流及び共同学習」を通じ、集団
の中の一人として主体的に行動できる力を身に
付けます。
・保護者との連携と、保護者への支援を踏まえた進
路指導を行います。

◇前期課程６組の様子 ◇後期課程６組の様子
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学 校 名 〒142－0064
品川区旗の台5－11－13
電話 03‐3781‐5643 FAX 03‐3781‐5810
東急大井町線・池上線 旗の台駅から 徒歩5分

障害種別
学級愛称

知的障害
1組

特色ある教育活動
・国語と数学はグループに分かれて個別に学習を
進めることで、基礎的・基本的な学力の定着を図
ります。また、体育の授業を原則毎日行うことで、
体力の向上を目指します。
・年間を通じて交流クラスを設定し、運動会・文化
祭・校外学習等では、発達状況を考慮しながら通
常の学級との「交流及び共同学習」を行うことで、
相互理解を深め、人間関係の構築を図ります。
・一人一人が役割をもって多くの経験を積むこと
で、自立や社会参加に向けた主体性を育みます。
・キャリア教育の一環として、卒業生を講師に呼ん
で上級学校の話を聞く授業を行います。
・週に一回、放課後に「創作部」という名称で部活動
を行っており、簡単なモノづくりや、ボードゲー
ムなどをとおしてコミュニケーションの練習を
行っています。（参加は希望制です。）

・基本的な生活習慣を確立し、身辺自立を図る
・基礎的な学力を身に付け、自ら考え行動できる力を
  育てる
・仲間を大切にする思いやりのある豊かな心を育てる
・安全に心がけるとともに心身を鍛え、生きる力を育
  てる

荏原第五中学校

学 校 名 ◇1 日野学園 〒141－0022 品川区東五反田2－11－1
電話 03‐3441‐3209 FAX 03‐3441‐3246
山手線・りんかい線 大崎駅から 徒歩6分
山手線・都営浅草線・東急池上線 五反田駅から　徒歩6分

障害種別
学級愛称

知的障害
5組（1年～9年）

特色ある教育活動

学級の教育目標

学級の教育目標
・基本的生活習慣や身辺自立の確立
・基本的知識の習得と基礎学力の定着を図るとと 
もに、自ら考え行動できる力を育てる
・健全な心身の成長、豊かな心を育てる
・集団の一員としての自覚をもち、協調しようとす
る態度を育てる

・個別指導計画をもとに、児童・生徒一人一人の
実態に応じて、学年の枠を超えたグループ別学習
や個別学習といった学習指導の工夫・展開をし
ます。
・交流する学級を年間で固定し、幅広い人間関係を
育てるために、文化的・体育的・奉仕的行事や授
業を通し、通常学級との「交流及び共同学習」を進
めます。

学 校 名 ◇2 伊藤学園 〒140－0014
品川区大井5－1－37
電話 03‐3771‐3374 FAX 03‐3771‐0944
横須賀線 西大井駅から 徒歩6分

障害種別
学級愛称

知的障害
ひまわり組（1年～6年）・6組（7年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
・自立に向けて努力できる人
・体を鍛えようと努力できる人
・周りの人たちと協調していける人

◇ひまわり組の様子◇６組の様子

・１年生から９年生までを、いろいろな形のグルー
プに分けて授業を行い、義務教育学校の特色を生
かした活動を行います。
・学校行事では交流学年に入り、通常の学級の児童・
生徒と共に「交流及び共同学習」を行っています。
・区内の特別支援学級と連合で、連合宿泊学習、
連合スポーツ大会を行っています。
・「市民科」では、社会生活を送っていく上で、必要
となる事柄を学習しています。
  （整理整頓、買い物、調理、地域のお店、いろいろな
仕事、公共機関の利用、マナー、生活設計）

学 校 名 ◇3 八潮学園 〒140－0003
品川区八潮5－11－2
電話 03‐3799‐1641 FAX 03‐3799‐1643
都営バス・京急バス 「八潮北」下車2分

障害種別
学級愛称

知的障害
6組（1年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
自ら考え、自己の目標に向かって、最後までやり遂
げようとする態度を育てる
強く丈夫な身体に鍛え、意欲的な態度を育てる
思いやりをもって協力し合える態度を育てる

・発達段階に応じて交流学習を行い、集団の中で適切
な行動をとり、安心して過ごせるよう指導しています
・習熟度に応じた少人数クラスを設定し、学びやす
く、わかりやすい授業を行っています
・学級会や給食指導、体育・文化活動においても、
複数の教員がチームとなり、きめ細かい支援・指
導を行っています

・達成感がもてる活動を多く取り入れ、最後まであ
きらめずにやり遂げる力を身に付けます。
・日常生活に関連した生活単元学習を行い、基本的
な生活習慣を身に付けます。
・義務教育学校の特徴をいかし、６組の合同学習や
合同行事を計画的に行います。
・通常の学級との「交流及び共同学習」を通じ、集団
の中の一人として主体的に行動できる力を身に
付けます。
・保護者との連携と、保護者への支援を踏まえた進
路指導を行います。

◇前期課程６組の様子 ◇後期課程６組の様子
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学 校 名 ◇4 荏原平塚学園 〒142－0051　品川区平塚3－16－26

徒歩10分 ／ 東急目黒線　武蔵小山駅から　徒歩10分
東急池上線　戸越銀座駅から　徒歩7分 ／ 都営浅草線　戸越駅から　
電話 03‐3782‐7770 FAX 03‐3782‐7726

障害種別
学級愛称

知的障害
4組（1年～6年）・5組（7年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
・基本的生活習慣を確立する
・人との関わりを大切にし、自他ともに尊重する

・進んで体を鍛え、健康でたくましく生きる
・自ら学習に意欲的に取り組む

・児童・生徒一人一人の課題やニーズに応じた学習
指導を工夫、展開します。
・義務教育学校のよさを生かし、異学年との「交流及
び共同学習」を実施して社会性を育みます。　　　
学校行事は通常の学級と共に活動します。
・視覚的・聴覚的に優れた ICT機器等を活用して「学
びやすさ」「学ぶ楽しさ」を体感できる授業を行い
ます。
・卒業後の姿を見据え、社会生活において必要とさ
れる基礎的な学力の定着および伸長を図ります。
・将来の社会的自立を見通し、挨拶・返事など、基本
的なコミュニケーション能力を身に付け、時間を
守ることやルールや約束を守るといった、集団生
活に必要な基礎的な姿勢・態度を育成します。

学 校 名 品川学園◇5 〒140－0001
品川区北品川3－9－30
電話 03‐3474‐2671 FAX 03‐3474‐2673
京浜急行線 新馬場駅から 徒歩6分

障害種別
学級愛称

知的障害
5組（1年～6年）・6組（7年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
・５組・６組の合同授業を年２回実施し、特別支援学
級における連携を深め、第７～９学年のリーダー
シップを育てます。
・交流学級を年間で固定し、通常の学級との「交流及
び共同学習」を進める中で、相互に理解を深め、豊か
な人間関係を育みます。
・個別指導計画をもとに、基本的な生活習慣の確立と
学習の基礎・基本の定着を図ります。学んだことを
生かすための経験や体験を重視して、行事に取り組
んでいます。
・都立品川特別支援学校と、５組・６組との交流を年
間２～３回実施しています。豊かな心を育てるとと
もに、地域への所属感を高めます。
・キャリア教育の第一段階として、５組では、係・当番
活動を通して学級の一員としての役割を果たせるよ
うにします。６組では、職業生活に必要とされる基本
的な作業態度を身に付けます。第７学年では、地域の
中で働く「職業調べ」を、第８学年では「職場体験」を、第
９学年では「上級学校調べ・見学」を実施しています。

・社会の中で生き甲斐をもち、自他のウェルビー
イングの向上を目指し、意欲的に社会参加・自
立する児童・生徒の育成を目指す

学 校 名 ◇6 豊葉の杜学園 〒142－0043
品川区二葉1－3－40
電話 03‐3782‐2930 FAX 03‐3782‐1497
東急大井町線　下神明駅から　徒歩3分

障害種別
学級愛称

知的障害
5組（1年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
（義務教育学校として、１～９学年の目標を設定し
　ています。）
＜１～４学年＞
・自分のことは自分でする
・友達と仲良くする
・元気に過ごす
＜５～７学年＞
・自分からすすんで学ぶ
・人との関わりを大切にする
・自分からすすんで体を鍛える
＜８～９学年＞
・自分で課題を見付け学ぶ
・思いやりの心で誠実に生きる
・自分で心身の健康を保つ

・個に応じた指導
  児童・生徒一人一人の実態に応じた指導を行い
ます。
・体験学習
  体験的な学習を多く取り入れることにより、生活
に生かす力を育てます。
・交流及び共同学習
  各教科指導や様々な行事を交流学級（学年）と、児
童・生徒の実態に応じながら一緒に活動するこ
とをとおして、社会性を育てます。
・豊かな心の育成
  野菜の栽培、調理活動、清掃や係活動、区内の特別
支援学級と連合で行う活動等で、様々な人と協働
して取り組む経験をとおして、思いやりの心を育
てます。また、将来の社会生活の基盤づくりを行
います。
・キャリア教育
  義務教育学校の特性を生かし、９年間を見通した
系統的な教育により、自己実現を目指します。
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学 校 名 ◇4 荏原平塚学園 〒142－0051　品川区平塚3－16－26

徒歩10分 ／ 東急目黒線　武蔵小山駅から　徒歩10分
東急池上線　戸越銀座駅から　徒歩7分 ／ 都営浅草線　戸越駅から　
電話 03‐3782‐7770 FAX 03‐3782‐7726

障害種別
学級愛称

知的障害
4組（1年～6年）・5組（7年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
・基本的生活習慣を確立する
・人との関わりを大切にし、自他ともに尊重する

・進んで体を鍛え、健康でたくましく生きる
・自ら学習に意欲的に取り組む

・児童・生徒一人一人の課題やニーズに応じた学習
指導を工夫、展開します。
・義務教育学校のよさを生かし、異学年との「交流及
び共同学習」を実施して社会性を育みます。　　　
学校行事は通常の学級と共に活動します。
・視覚的・聴覚的に優れた ICT機器等を活用して「学
びやすさ」「学ぶ楽しさ」を体感できる授業を行い
ます。
・卒業後の姿を見据え、社会生活において必要とさ
れる基礎的な学力の定着および伸長を図ります。
・将来の社会的自立を見通し、挨拶・返事など、基本
的なコミュニケーション能力を身に付け、時間を
守ることやルールや約束を守るといった、集団生
活に必要な基礎的な姿勢・態度を育成します。

学 校 名 品川学園◇5 〒140－0001
品川区北品川3－9－30
電話 03‐3474‐2671 FAX 03‐3474‐2673
京浜急行線 新馬場駅から 徒歩6分

障害種別
学級愛称

知的障害
5組（1年～6年）・6組（7年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
・５組・６組の合同授業を年２回実施し、特別支援学
級における連携を深め、第７～９学年のリーダー
シップを育てます。
・交流学級を年間で固定し、通常の学級との「交流及
び共同学習」を進める中で、相互に理解を深め、豊か
な人間関係を育みます。
・個別指導計画をもとに、基本的な生活習慣の確立と
学習の基礎・基本の定着を図ります。学んだことを
生かすための経験や体験を重視して、行事に取り組
んでいます。
・都立品川特別支援学校と、５組・６組との交流を年
間２～３回実施しています。豊かな心を育てるとと
もに、地域への所属感を高めます。
・キャリア教育の第一段階として、５組では、係・当番
活動を通して学級の一員としての役割を果たせるよ
うにします。６組では、職業生活に必要とされる基本
的な作業態度を身に付けます。第７学年では、地域の
中で働く「職業調べ」を、第８学年では「職場体験」を、第
９学年では「上級学校調べ・見学」を実施しています。

・社会の中で生き甲斐をもち、自他のウェルビー
イングの向上を目指し、意欲的に社会参加・自
立する児童・生徒の育成を目指す

学 校 名 ◇6 豊葉の杜学園 〒142－0043
品川区二葉1－3－40
電話 03‐3782‐2930 FAX 03‐3782‐1497
東急大井町線　下神明駅から　徒歩3分

障害種別
学級愛称

知的障害
5組（1年～9年）

学級の教育目標 特色ある教育活動
（義務教育学校として、１～９学年の目標を設定し
　ています。）
＜１～４学年＞
・自分のことは自分でする
・友達と仲良くする
・元気に過ごす
＜５～７学年＞
・自分からすすんで学ぶ
・人との関わりを大切にする
・自分からすすんで体を鍛える
＜８～９学年＞
・自分で課題を見付け学ぶ
・思いやりの心で誠実に生きる
・自分で心身の健康を保つ

・個に応じた指導
  児童・生徒一人一人の実態に応じた指導を行い
ます。
・体験学習
  体験的な学習を多く取り入れることにより、生活
に生かす力を育てます。
・交流及び共同学習
  各教科指導や様々な行事を交流学級（学年）と、児
童・生徒の実態に応じながら一緒に活動するこ
とをとおして、社会性を育てます。
・豊かな心の育成
  野菜の栽培、調理活動、清掃や係活動、区内の特別
支援学級と連合で行う活動等で、様々な人と協働
して取り組む経験をとおして、思いやりの心を育
てます。また、将来の社会生活の基盤づくりを行
います。
・キャリア教育
  義務教育学校の特性を生かし、９年間を見通した
系統的な教育により、自己実現を目指します。
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学 校 名

障害種別
学級愛称

自閉症・情緒障害
虹（にじ）組

学級の教育目標 特色ある教育活動

⑱ 伊藤小学校 〒140－0015　
品川区西大井5－6－8
電話 03‐3771‐5331　FAX 03‐3771‐5949
横須賀線　西大井駅から　徒歩12分

・よく考える子
・人を思いやる子
・健康で粘り強い子

・当該学年の教科書を使い、学年相応の授業を行って
いきます。教材についても通常の学級で使用してい
る教材を基本とします。
・一部の教科を「自立活動」の時間に設定し、児童の状
態や発達の段階に応じて必要な内容を授業で行い
ます。
・教科によっては「交流及び共同学習」として、当該学
年の通常の学級で学習します。「交流及び共同学習」
の内容や開始するタイミングは、個々の児童の状況
に応じて行います。
・行事や校外学習についても、基本的には通常の学級
と同様に参加しますが、一人一人の児童の状況に応
じて対応していきます。
・庭に植わっている様々な果樹や花・野菜を育てる
ことを通して四季折々を感じ、五感を使った学習を
行っていきます。

学 校 名

障害種別
学級愛称

自閉症・情緒障害
Ａ組

学級の教育目標

浜川中学校5

特色ある教育活動

〒140－0011　品川区東大井3－18－34
電話 03‐3761‐5011 FAX 03‐3761‐3956
京浜急行線　立会川駅から　徒歩5分
京浜東北線・東急大井町線　大井町駅から　徒歩11分

⑴ 多様な他者の良さを認め、自己の特性を認識し、
自他を尊重する態度を養う。

⑵ 規範意識や対人関係の在り方を学び、豊かな人
間関係を築く。

⑶ 基礎的・基本的な学力と基本的生活習慣を身に
付け、学校生活を送ることができる。

⑷ 自身の課題と対応策を理解し、自立や社会参加
に向けて努力するたくましさを養う。

・各学年１０名前後の生徒が在籍しており、通常の学
級よりも小集団で学ぶ学級です。
・基礎的・基本的な学力や社会性を身に付けること
に重点を置いています。学習内容は、通常の学級と
同様です。
・情緒の安定を図り、社会性やコミュニケ―ション能
力を向上させることを目的とした授業（自立活動）
があります。自己理解・他者理解を深める活動や
ソーシャルスキルを学ぶ活動を行います。
・同学年の通常の学級から、交流学級を決定して所属
します。「交流及び共同学習」の方法や頻度は、本人
と保護者の希望や、本人の状況を考慮して合意形成
していきます。
・進路指導は卒業後の自立を第一に考え、多様な選択が
できるよう行っています。具体的な進路先として全日
制普通科高校に加え、定時制・通信制課程、専門学科・
総合学科、エンカレッジスクール・チャレンジスクー
ルなどの高校、特別支援学校の就業技術科・職能開発
科、高等専修学校・通信制サポート校などがあります。
一人一人の生徒に寄り添い個性や能力に応じた支援
をご家庭と協力して進めてまいります。

※見学の際には、事前予約が必要です。授業公開日の場
合でも、事前にご連絡をお願いいたします。なお、各学
期に「学級説明会」を実施します。詳しくは浜川中学校
のＨＰで確認してください。

※ご見学希望の際には、授業公開日を含めまして事前に
ご連絡をお願いいたします。

〈記号の説明〉記号の中の番号は学校番号　　■ 特別支援学級（自閉症・情緒障害）・中学校

学 校 名

障害種別
学級愛称

自閉症・情緒障害
さくら学級

㉗ 宮前小学校

特色ある教育活動学級の教育目標

〒142－0041　品川区戸越4－5－10
電話 03‐3781‐4386　FAX 03‐3781‐4587
東急大井町線  戸越公園駅から  徒歩10分／東急池上線  戸越
銀座駅から  徒歩15分／都営浅草線  戸越駅から  徒歩10分

・当該学年の教科書を使い、学年相応の授業を行っ
ていきます。教材についても通常の学級で使用し
ている教材を基本とします。
・一部の教科を「自立活動」の時間に設定し、児童の
状態や発達の段階に応じて必要な内容を授業で
行います。
・教科によっては、「交流及び共同学習」として、当
該学年の通常の学級で学習します。「交流及び共
同学習」の内容や開始するタイミングは、個々の
児童の状況に応じて行います。
・行事や校外学習についても、基本的には通常の学
級と同様に参加しますが、一人一人の児童の状況
に応じて対応していきます。

※見学希望の際には、授業参観を含めまして事前にご連
絡をお願いいたします。なお、「学級説明会」の開催につ
いては、宮前小学校ＨＰでご確認ください。

特別支援学級（自閉症・情緒障害）
自閉症・情緒障害特別支援学級とは、知的発達に遅れを伴わないが、自閉症やそれに類するものや
心理的な要因による選択性かん黙等がある児童・生徒を対象として、大きな集団で学ぶことの苦手な
児童・生徒が、小集団（８人で１学級）で、基礎的・基本的な学力や社会性を身に付けられるように
する学級です。
基本的に通常の学級と教育課程は同じですが、通常の学級のような大きな集団（１学級３０人から
４０人程度）では効果的な学習に取り組むことが困難な
児童・生徒のために、情緒の安定・コミュニケーション
能力の育成を図る授業（自立活動）を行っています。
自閉症・情緒障害特別支援学級設置のニーズは年々
増加しており、品川区では、小学校２校・中学校２校設
置しています。中学校では、浜川中学校（平成３０年度
開設）と大崎中学校（令和４年度開設）に、小学校では、
宮前小学校（令和６年度開設）と伊藤小学校（令和８年
度開設）に設置しています。令和９年度には、冨士見台
中学校（西大井５－５－１４）に自閉症・情緒障害特別
支援学級を開設予定です。

・すすんで学ぶ子　
・助け合う子　
・心と体を強くする子

◇交流及び共同学習（図工）

◇全学年合同（市民科）

◇学年ごとの学習（英語）
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学 校 名

障害種別
学級愛称

自閉症・情緒障害
虹（にじ）組

学級の教育目標 特色ある教育活動

⑱ 伊藤小学校 〒140－0015　
品川区西大井5－6－8
電話 03‐3771‐5331　FAX 03‐3771‐5949
横須賀線　西大井駅から　徒歩12分

・よく考える子
・人を思いやる子
・健康で粘り強い子

・当該学年の教科書を使い、学年相応の授業を行って
いきます。教材についても通常の学級で使用してい
る教材を基本とします。
・一部の教科を「自立活動」の時間に設定し、児童の状
態や発達の段階に応じて必要な内容を授業で行い
ます。
・教科によっては「交流及び共同学習」として、当該学
年の通常の学級で学習します。「交流及び共同学習」
の内容や開始するタイミングは、個々の児童の状況
に応じて行います。
・行事や校外学習についても、基本的には通常の学級
と同様に参加しますが、一人一人の児童の状況に応
じて対応していきます。
・庭に植わっている様々な果樹や花・野菜を育てる
ことを通して四季折々を感じ、五感を使った学習を
行っていきます。

学 校 名

障害種別
学級愛称

自閉症・情緒障害
Ａ組

学級の教育目標

浜川中学校5

特色ある教育活動

〒140－0011　品川区東大井3－18－34
電話 03‐3761‐5011 FAX 03‐3761‐3956
京浜急行線　立会川駅から　徒歩5分
京浜東北線・東急大井町線　大井町駅から　徒歩11分

⑴ 多様な他者の良さを認め、自己の特性を認識し、
自他を尊重する態度を養う。

⑵ 規範意識や対人関係の在り方を学び、豊かな人
間関係を築く。

⑶ 基礎的・基本的な学力と基本的生活習慣を身に
付け、学校生活を送ることができる。

⑷ 自身の課題と対応策を理解し、自立や社会参加
に向けて努力するたくましさを養う。

・各学年１０名前後の生徒が在籍しており、通常の学
級よりも小集団で学ぶ学級です。
・基礎的・基本的な学力や社会性を身に付けること
に重点を置いています。学習内容は、通常の学級と
同様です。
・情緒の安定を図り、社会性やコミュニケ―ション能
力を向上させることを目的とした授業（自立活動）
があります。自己理解・他者理解を深める活動や
ソーシャルスキルを学ぶ活動を行います。
・同学年の通常の学級から、交流学級を決定して所属
します。「交流及び共同学習」の方法や頻度は、本人
と保護者の希望や、本人の状況を考慮して合意形成
していきます。
・進路指導は卒業後の自立を第一に考え、多様な選択が
できるよう行っています。具体的な進路先として全日
制普通科高校に加え、定時制・通信制課程、専門学科・
総合学科、エンカレッジスクール・チャレンジスクー
ルなどの高校、特別支援学校の就業技術科・職能開発
科、高等専修学校・通信制サポート校などがあります。
一人一人の生徒に寄り添い個性や能力に応じた支援
をご家庭と協力して進めてまいります。

※見学の際には、事前予約が必要です。授業公開日の場
合でも、事前にご連絡をお願いいたします。なお、各学
期に「学級説明会」を実施します。詳しくは浜川中学校
のＨＰで確認してください。

※ご見学希望の際には、授業公開日を含めまして事前に
ご連絡をお願いいたします。

〈記号の説明〉記号の中の番号は学校番号　　■ 特別支援学級（自閉症・情緒障害）・中学校

学 校 名

障害種別
学級愛称

自閉症・情緒障害
さくら学級

㉗ 宮前小学校

特色ある教育活動学級の教育目標

〒142－0041　品川区戸越4－5－10
電話 03‐3781‐4386　FAX 03‐3781‐4587
東急大井町線  戸越公園駅から  徒歩10分／東急池上線  戸越
銀座駅から  徒歩15分／都営浅草線  戸越駅から  徒歩10分

・当該学年の教科書を使い、学年相応の授業を行っ
ていきます。教材についても通常の学級で使用し
ている教材を基本とします。
・一部の教科を「自立活動」の時間に設定し、児童の
状態や発達の段階に応じて必要な内容を授業で
行います。
・教科によっては、「交流及び共同学習」として、当
該学年の通常の学級で学習します。「交流及び共
同学習」の内容や開始するタイミングは、個々の
児童の状況に応じて行います。
・行事や校外学習についても、基本的には通常の学
級と同様に参加しますが、一人一人の児童の状況
に応じて対応していきます。

※見学希望の際には、授業参観を含めまして事前にご連
絡をお願いいたします。なお、「学級説明会」の開催につ
いては、宮前小学校ＨＰでご確認ください。

特別支援学級（自閉症・情緒障害）
自閉症・情緒障害特別支援学級とは、知的発達に遅れを伴わないが、自閉症やそれに類するものや
心理的な要因による選択性かん黙等がある児童・生徒を対象として、大きな集団で学ぶことの苦手な
児童・生徒が、小集団（８人で１学級）で、基礎的・基本的な学力や社会性を身に付けられるように
する学級です。
基本的に通常の学級と教育課程は同じですが、通常の学級のような大きな集団（１学級３０人から
４０人程度）では効果的な学習に取り組むことが困難な
児童・生徒のために、情緒の安定・コミュニケーション
能力の育成を図る授業（自立活動）を行っています。
自閉症・情緒障害特別支援学級設置のニーズは年々
増加しており、品川区では、小学校２校・中学校２校設
置しています。中学校では、浜川中学校（平成３０年度
開設）と大崎中学校（令和４年度開設）に、小学校では、
宮前小学校（令和６年度開設）と伊藤小学校（令和８年
度開設）に設置しています。令和９年度には、冨士見台
中学校（西大井５－５－１４）に自閉症・情緒障害特別
支援学級を開設予定です。

・すすんで学ぶ子　
・助け合う子　
・心と体を強くする子

◇交流及び共同学習（図工）

◇全学年合同（市民科）

◇学年ごとの学習（英語）
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学 校 名

障害種別
学級愛称

自閉症・情緒障害
４組

学級の教育目標

大崎中学校4

特色ある教育活動

〒141－0033　品川区西品川3－10－6
電話 03‐3491‐6623 FAX 03‐3491‐2653
JR各線  大崎駅から  徒歩6分／都営浅草線  戸越駅から
徒歩10分／東急池上線  戸越銀座駅から  徒歩12分

⑴ 自立をめざし、基礎的・基本的な学力の定着と
自ら課題を設定し解決しようとする力を育む

⑵ 豊かな人間関係を築き、心身ともに健やかに生
きようとする力を育む

・少人数のあたたかな学級で情緒の安定を図り、自
己理解を深めながら一人一人の可能性を高めて
いきます。
・小集団の学校生活で円滑なコミュニケーション
について考える時間を多くとり、実践をしながら
社会性や豊かな人間関係を構築することを大切
にしています。
・学習内容は通常の学級と同じです。基礎的・基本
的な学びを丁寧に行います。できるだけ学びの多
様性を考慮し、主体的に学べるように環境の調整
を行います。
・運動会、移動教室、修学旅行、学習発表会等の行事
では、通常の学級との「交流及び共同学習」を行い
ます。内容や方法については、本人、保護者と相談
しながら決めていきます。
・自己の能力や特性を理解し、望ましい職業観や勤
労観を身に付け、自立に向けた進路選択ができる
ように一人一人の状況に応じて職場体験や各種
ボランティア活動、進路指導を行っています。

※年間を通してご見学いただけます。見学を希望される
場合は、授業公開日を含め事前に電話連絡をお願いい
たします。また１０月の学校説明会では、全体会終了後
に「４組説明会」を実施しますので、こちらもご利用く
ださい。

特別支援学級（病弱）

学 校 名 36 清水台小学校 〒142－0064
品川区旗の台1－11－17（昭和医科大学病院中央棟7階）
電話 03‐3781‐4841 FAX 03‐3781‐4838
東急大井町線・池上線 旗の台駅から 徒歩5分

障害種別
学級愛称

病弱
さいかち学級

学級の教育目標 特色ある教育活動

昭和医科大学病院に入院している児童を対象として、清水台小学校に病弱特別支援学級を設置して
います。
病弱特別支援学級では、通常の学級の教育課程に準じて、健康面・心理面に配慮したきめ細やかな
指導を行っています。治療や検査などで同等の授業時間を確保することは難しいため、学習の核とな
る部分を学びます。また、病弱特別支援学級の教科として行う「自立活動」の学習では、「健康の保持・
心理的な安定・人間関係の形成」等の内容を、それぞれの児童の実態に応じて学習の中に取り入れて
います。教室まで通うことのできない児童には、ベッド
サイド学習を行う場合もあります。
入院中は、怪我・病気への不安だけでなく、孤独感・
自信喪失・無力感などを感じやすい状況です。「安心でき
る居場所」として教室に通うことで、心の負担を軽減し、
治療に対して前向きに取り組むことができるように支援
しています。

・自分の体の状態を知り、自己の健康状態に応じた
 安全な生活を送ることができる
・自分に合った計画を立て、すすんで学習に取り組
　むことができる
・仲間とのかかわり合いを通して、豊かな気持ちで 
 生活することができる

・さいかち学級は、「治療に向かうエネルギーを蓄え
る場」「安心して過ごせる場、友達と楽しく過ごす
場」「自己決定・自己選択の体験を積みかさねられ
る場」として、入院中の学習・生活を支援します。
・入院中の共同生活を楽しいものにし、生活のリズ
ムをつけることを重視します。病棟スタッフとも
共通理解を図って、指導に当たっています。
・その日の体調や、病気や怪我の治療の状態に合わ
せながら、学ぶことの楽しさを感じられるように、
授業を組み立てています。また、「つらい時はつら
いと言える」ように、入院中の不安感や孤独感にも
寄り添いながら、心理面のケアも行います。
・病棟・保護者・前籍校と連携を取りながら、学習
の指導や心理面のサポートを行っています。退院
時には、前籍校・学級へ戻る心の準備を進めます。
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学 校 名

障害種別
学級愛称

自閉症・情緒障害
４組

学級の教育目標

大崎中学校4

特色ある教育活動

〒141－0033　品川区西品川3－10－6
電話 03‐3491‐6623 FAX 03‐3491‐2653
JR各線  大崎駅から  徒歩6分／都営浅草線  戸越駅から
徒歩10分／東急池上線  戸越銀座駅から  徒歩12分

⑴ 自立をめざし、基礎的・基本的な学力の定着と
自ら課題を設定し解決しようとする力を育む

⑵ 豊かな人間関係を築き、心身ともに健やかに生
きようとする力を育む

・少人数のあたたかな学級で情緒の安定を図り、自
己理解を深めながら一人一人の可能性を高めて
いきます。
・小集団の学校生活で円滑なコミュニケーション
について考える時間を多くとり、実践をしながら
社会性や豊かな人間関係を構築することを大切
にしています。
・学習内容は通常の学級と同じです。基礎的・基本
的な学びを丁寧に行います。できるだけ学びの多
様性を考慮し、主体的に学べるように環境の調整
を行います。
・運動会、移動教室、修学旅行、学習発表会等の行事
では、通常の学級との「交流及び共同学習」を行い
ます。内容や方法については、本人、保護者と相談
しながら決めていきます。
・自己の能力や特性を理解し、望ましい職業観や勤
労観を身に付け、自立に向けた進路選択ができる
ように一人一人の状況に応じて職場体験や各種
ボランティア活動、進路指導を行っています。

※年間を通してご見学いただけます。見学を希望される
場合は、授業公開日を含め事前に電話連絡をお願いい
たします。また１０月の学校説明会では、全体会終了後
に「４組説明会」を実施しますので、こちらもご利用く
ださい。

特別支援学級（病弱）

学 校 名 36 清水台小学校 〒142－0064
品川区旗の台1－11－17（昭和医科大学病院中央棟7階）
電話 03‐3781‐4841 FAX 03‐3781‐4838
東急大井町線・池上線 旗の台駅から 徒歩5分

障害種別
学級愛称

病弱
さいかち学級

学級の教育目標 特色ある教育活動

昭和医科大学病院に入院している児童を対象として、清水台小学校に病弱特別支援学級を設置して
います。
病弱特別支援学級では、通常の学級の教育課程に準じて、健康面・心理面に配慮したきめ細やかな
指導を行っています。治療や検査などで同等の授業時間を確保することは難しいため、学習の核とな
る部分を学びます。また、病弱特別支援学級の教科として行う「自立活動」の学習では、「健康の保持・
心理的な安定・人間関係の形成」等の内容を、それぞれの児童の実態に応じて学習の中に取り入れて
います。教室まで通うことのできない児童には、ベッド
サイド学習を行う場合もあります。
入院中は、怪我・病気への不安だけでなく、孤独感・
自信喪失・無力感などを感じやすい状況です。「安心でき
る居場所」として教室に通うことで、心の負担を軽減し、
治療に対して前向きに取り組むことができるように支援
しています。

・自分の体の状態を知り、自己の健康状態に応じた
 安全な生活を送ることができる
・自分に合った計画を立て、すすんで学習に取り組
　むことができる
・仲間とのかかわり合いを通して、豊かな気持ちで 
 生活することができる

・さいかち学級は、「治療に向かうエネルギーを蓄え
る場」「安心して過ごせる場、友達と楽しく過ごす
場」「自己決定・自己選択の体験を積みかさねられ
る場」として、入院中の学習・生活を支援します。
・入院中の共同生活を楽しいものにし、生活のリズ
ムをつけることを重視します。病棟スタッフとも
共通理解を図って、指導に当たっています。
・その日の体調や、病気や怪我の治療の状態に合わ
せながら、学ぶことの楽しさを感じられるように、
授業を組み立てています。また、「つらい時はつら
いと言える」ように、入院中の不安感や孤独感にも
寄り添いながら、心理面のケアも行います。
・病棟・保護者・前籍校と連携を取りながら、学習
の指導や心理面のサポートを行っています。退院
時には、前籍校・学級へ戻る心の準備を進めます。
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通級指導学級（難聴・言語障害）

学 校 名 戸越小学校 〒142－0042
品川区豊町2－1－20
電話 03‐3781‐2862  FAX 03‐3781‐2949
東急大井町線 戸越公園駅から 徒歩6分

障害種別
学級愛称

言語障害（通級指導学級）
ことばの教室

学級の教育目標 指導の重点

主な指導内容

　小学校・中学校・義務教育学校で、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害に応じた課題
を改善・克服するための指導を週１回程度（週に１～８時間）、専門的な施設・設備の整ったところで
受ける指導を通級による指導といいます。
　言語障害の通級指導学級は、小学校・義務教育学校（前期課程）在籍の児童を対象に設置しています。
また、難聴の通級指導学級は、小学校・中学校・義務
教育学校（前期課程・後期課程）在籍の児童・生徒を
対象に設置しています。
　話し方や聞き取りに不安のあるお子さんに対しては、
言語障害通級指導学級で、お子さんの興味・関心に応じ
た遊びや会話を通して、正しい発音の仕方や楽に話す方
法を指導します。聞こえにくいお子さんに対しては、難
聴通級指導学級で、お子さんの聞こえ方を生かして、補
聴器等の活用に努め、言葉の理解を促しながら、お子さ
んの可能性を最大限に伸ばす指導を行っています。

言語（発音、吃音、言語理解、読み書きなど）に
心配のある児童が、個々の課題を克服し、学校生
活に適応できるようにする
・自信をもって話す
・人の話をよく聞く
・すすんで楽しく活動する

〈記号の説明〉記号の中の番号は学校番号　　● 通級指導学級・小学校　　 ◇ 通級指導学級・義務教育学校

・個別指導を原則とし、児童と指導者との信頼関係
の下に、指導を行う。
・児童一人一人のことばの状態を的確に把握し、個
別指導計画に基づいて指導する。
・児童が意欲的に学習に取り組めるよう、教材・教
具を精選し、活用を図る。

・正しい音の聞き分けや音を作る学習をし、正しい発
音を身に付けさせます。
・ことばの知識や抽象概念の形成、理解の不十分さを
補う指導をします。
・心身の緊張をほぐし、伸び伸びと自己表現ができる
ようにします。
・話しにくさを軽減し、会話を楽しめるようにします。
・読み書きの困難に対して、個々の課題に応じた指導
をします。
・できることを増やし達成感を繰り返し味わわせる
ことで、自己肯定感を高めます。

学 校 名 台場小学校 〒140－0002
品川区東品川1－8－30
電話・FAX  03‐3471‐4943
京浜急行線　北品川駅・新馬場駅から　徒歩7分  

障害種別
学級愛称 ことばの教室

主な指導内容

学級の教育目標

指導の重点

言語障害（通級指導学級）

〈発音の誤り〉
・正しい音を聞き分け、舌や口周りの動きを良くし
て正しい音を作る学習をします。

〈吃音〉
・吃音について学習し、正しく理解して向き合える
ようにします。
・話し方や対処方法を学び、会話意欲を育てます。
・言語環境を整え、安心して生活できるようにします。
（在籍校訪問、理解啓発など）

〈言語発達の遅れ〉
・検査や観察を通して、苦手さ（言葉での受け答え、
読み書きなど）の原因を探り、課題に応じて基礎
の力を育てます。
　
〈その他共通〉
・１対１の落ち着いた環境下で、言葉のやり取りを
楽しめるようにします。
・できること、分かることを増やし、自信をもって
生活できるようにします。

ことばに心配のある児童（発音・吃音・言語理解・発話・読み書きなど）が、個々の課題や不安を改善し、

日々の生活や学習を楽しく円滑に行えるようにする。

・個別指導を原則とし、児童と指導者との信頼関係

の下に指導を行う。

・児童一人一人の実態を把握し、個別指導計画に基

づいて指導を行う。

・個々の実態に応じた教材・教具を活用し、効果的

な指導を展開する。

・直接的な課題の改善を図るとともに、自信や意欲

を育て自己肯定感の向上を図る。
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通級指導学級（難聴・言語障害）

学 校 名 戸越小学校 〒142－0042
品川区豊町2－1－20
電話 03‐3781‐2862  FAX 03‐3781‐2949
東急大井町線 戸越公園駅から 徒歩6分

障害種別
学級愛称

言語障害（通級指導学級）
ことばの教室

学級の教育目標 指導の重点

主な指導内容

　小学校・中学校・義務教育学校で、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害に応じた課題
を改善・克服するための指導を週１回程度（週に１～８時間）、専門的な施設・設備の整ったところで
受ける指導を通級による指導といいます。
　言語障害の通級指導学級は、小学校・義務教育学校（前期課程）在籍の児童を対象に設置しています。
また、難聴の通級指導学級は、小学校・中学校・義務
教育学校（前期課程・後期課程）在籍の児童・生徒を
対象に設置しています。
　話し方や聞き取りに不安のあるお子さんに対しては、
言語障害通級指導学級で、お子さんの興味・関心に応じ
た遊びや会話を通して、正しい発音の仕方や楽に話す方
法を指導します。聞こえにくいお子さんに対しては、難
聴通級指導学級で、お子さんの聞こえ方を生かして、補
聴器等の活用に努め、言葉の理解を促しながら、お子さ
んの可能性を最大限に伸ばす指導を行っています。

言語（発音、吃音、言語理解、読み書きなど）に
心配のある児童が、個々の課題を克服し、学校生
活に適応できるようにする
・自信をもって話す
・人の話をよく聞く
・すすんで楽しく活動する

〈記号の説明〉記号の中の番号は学校番号　　● 通級指導学級・小学校　　 ◇ 通級指導学級・義務教育学校

・個別指導を原則とし、児童と指導者との信頼関係
の下に、指導を行う。
・児童一人一人のことばの状態を的確に把握し、個
別指導計画に基づいて指導する。
・児童が意欲的に学習に取り組めるよう、教材・教
具を精選し、活用を図る。

・正しい音の聞き分けや音を作る学習をし、正しい発
音を身に付けさせます。
・ことばの知識や抽象概念の形成、理解の不十分さを
補う指導をします。
・心身の緊張をほぐし、伸び伸びと自己表現ができる
ようにします。
・話しにくさを軽減し、会話を楽しめるようにします。
・読み書きの困難に対して、個々の課題に応じた指導
をします。
・できることを増やし達成感を繰り返し味わわせる
ことで、自己肯定感を高めます。

学 校 名 台場小学校 〒140－0002
品川区東品川1－8－30
電話・FAX  03‐3471‐4943
京浜急行線　北品川駅・新馬場駅から　徒歩7分  

障害種別
学級愛称 ことばの教室

主な指導内容

学級の教育目標

指導の重点

言語障害（通級指導学級）

〈発音の誤り〉
・正しい音を聞き分け、舌や口周りの動きを良くし
て正しい音を作る学習をします。

〈吃音〉
・吃音について学習し、正しく理解して向き合える
ようにします。
・話し方や対処方法を学び、会話意欲を育てます。
・言語環境を整え、安心して生活できるようにします。
（在籍校訪問、理解啓発など）

〈言語発達の遅れ〉
・検査や観察を通して、苦手さ（言葉での受け答え、
読み書きなど）の原因を探り、課題に応じて基礎
の力を育てます。
　
〈その他共通〉
・１対１の落ち着いた環境下で、言葉のやり取りを
楽しめるようにします。
・できること、分かることを増やし、自信をもって
生活できるようにします。

ことばに心配のある児童（発音・吃音・言語理解・発話・読み書きなど）が、個々の課題や不安を改善し、

日々の生活や学習を楽しく円滑に行えるようにする。

・個別指導を原則とし、児童と指導者との信頼関係

の下に指導を行う。

・児童一人一人の実態を把握し、個別指導計画に基

づいて指導を行う。

・個々の実態に応じた教材・教具を活用し、効果的

な指導を展開する。

・直接的な課題の改善を図るとともに、自信や意欲

を育て自己肯定感の向上を図る。
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学 校 名

障害種別
学級愛称

難聴（通級指導学級）
きこえの教室（前期課程）・難聴通級指導学級（後期課程）

〒142－0043
品川区二葉1－3－40
電話・FAX 03-3781-6877
東急大井町線　下神明駅から　徒歩3分

豊葉の杜学園◇6 

主な指導内容

学級の教育目標

指導の重点

【前期課程】
・自己理解を深め、聴覚を活用しながら、何事にも
自信をもって取り組む態度を養う。
・自己表現力やコミュニケーション能力を高め、自
らすすんで人と関わろうとする意欲を高める。

【後期課程】
・自己の聴覚状況と向き合う中で、障害への理解を
深め、主体的に生活していく力を身に付ける。
・学習の習慣や自分に合った取り組み方を見付け、
積極的に学習や生活に向かう態度を養う。

【共通】
・静かな環境で個に応じた指導を行います。
・学習活動、情報保障、日常生活、行事参加がスムー
ズにできるように在籍学級の担任（学年）と連携を
図ります。
・補聴器や人工内耳等の使用の確認および聴力検査
などを行います。

【前期課程】
・自分の聞こえ方を理解したり、補聴器や人工内耳
等の管理が正しくできたりするようにします。
・聞き取る力や話す力（発音練習も含む）を高め学習
意欲を育てます。
・聞こえにくさから課題となる学習に対して、教科
に関する学習の助言を行います。
・言語発達を促し、言葉の理解を深めます。
・必要に応じて小集団活動で活動することを通して
仲間づくりを行い、社会性を育みます。

【後期課程】
・生徒が自ら支援や配慮を求められるよう、自分の
聴力特性の理解と、必要な配慮を適切に説明でき
る方法を学びます。
・聞き取りや発音練習を含め、分かる言葉や使える
言葉を増やし、論理的思考の力を高めます。
・静かな環境で、生徒の聞こえの特性に応じた個別
指導行います。英語のリスニングや発音指導、発表
の練習などを個別指導で補充します。
・学年行事、市民科およびキャリア教育とも関連付
け、進路や将来の職業選択に必要な情報やスキル
を身に付ける進路指導を行います。

【前期課程】
・自分のきこえの状態を知り、補聴器や人工内耳等
を活用しながら、聞き取りの力を高める。
・言語発達を促し、ことばの理解を深めたり、様々な
表現方法を身に付けたりすることで、自己表現力
やコミュニケーション能力を高める。

【後期課程】
・補聴器や人工内耳など、聴覚補償機器や補聴援助
機器について理解し、適切に活用する力を身に付
けさせる。
・障害と向き合いながらどのように生きていくか考
え、なりたい自分に近付くための努力を重ね、成功
体験を積み重ねることを通して、生徒の自己肯定
感を高める。

特別支援教室
　特別支援教室は、週に１～４時間程度決まった時間に、在籍している学校内にある「特別支援教室」で、
訪問指導の先生から指導を受ける仕組みです。
　お子さんの状況を把握し、適切な指導・支援を行うことで、円滑な就学や在籍学級での充実した
生活に繋げることができます。

目　的

　児童・生徒の学習上または生活上の困難を改善・克服し、可能な限り多くの時間を在籍学級で他の
児童・生徒と共に有意義な学校生活を送れるようになることです。

対象となる児童・生徒

　通常の学級に在籍し、知的障害がなく発達障害等があり、通常の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする児童・生徒が対象です。

自閉症（ASD）

円滑な人間関係がで
きない、周囲の人が
考えていることの推
測が苦手等の発達の
偏りが見られ、一部
特別な指導を必要と
する児童・生徒

情緒障害

主として心理的な要
因による選択性かん
黙等があるもので、
一部特別な指導を必
要とする児童・生徒

学習障害（LD）

聞く、話す、読む、書く、
計算するまたは推論
する能力のうち、特定
のものの習得と使用
に著しい困難があり、
一部特別な指導を必
要とする児童・生徒

注意欠陥多動性障害
（ADHD）

年齢あるいは発達に
不釣合いな不注意や
衝動性、多動性の状
態等があり、一部特
別な指導を必要とす
る児童・生徒

特別支援教室の一例 プレイルームの一例

原則の指導期間

　特別支援教室の「原則の指導期間」は、１年間です。
　４月利用開始の場合は１年間の利用、年度途中の利用開始の場合は次年度末までの利用となります。
　目標を達成して退室しても、再度児童・生徒が学習上または生活上の困難さを感じることがあります。
その場合は、入室の手続きを簡略化して随時指導を受けることができます（再入室）。退室後６か月以
上経過した場合は、正式な入室手続きが必要です。
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学 校 名

障害種別
学級愛称

難聴（通級指導学級）
きこえの教室（前期課程）・難聴通級指導学級（後期課程）

〒142－0043
品川区二葉1－3－40
電話・FAX 03-3781-6877
東急大井町線　下神明駅から　徒歩3分

豊葉の杜学園◇6 

主な指導内容

学級の教育目標

指導の重点

【前期課程】
・自己理解を深め、聴覚を活用しながら、何事にも
自信をもって取り組む態度を養う。
・自己表現力やコミュニケーション能力を高め、自
らすすんで人と関わろうとする意欲を高める。

【後期課程】
・自己の聴覚状況と向き合う中で、障害への理解を
深め、主体的に生活していく力を身に付ける。
・学習の習慣や自分に合った取り組み方を見付け、
積極的に学習や生活に向かう態度を養う。

【共通】
・静かな環境で個に応じた指導を行います。
・学習活動、情報保障、日常生活、行事参加がスムー
ズにできるように在籍学級の担任（学年）と連携を
図ります。
・補聴器や人工内耳等の使用の確認および聴力検査
などを行います。

【前期課程】
・自分の聞こえ方を理解したり、補聴器や人工内耳
等の管理が正しくできたりするようにします。
・聞き取る力や話す力（発音練習も含む）を高め学習
意欲を育てます。
・聞こえにくさから課題となる学習に対して、教科
に関する学習の助言を行います。
・言語発達を促し、言葉の理解を深めます。
・必要に応じて小集団活動で活動することを通して
仲間づくりを行い、社会性を育みます。

【後期課程】
・生徒が自ら支援や配慮を求められるよう、自分の
聴力特性の理解と、必要な配慮を適切に説明でき
る方法を学びます。
・聞き取りや発音練習を含め、分かる言葉や使える
言葉を増やし、論理的思考の力を高めます。
・静かな環境で、生徒の聞こえの特性に応じた個別
指導行います。英語のリスニングや発音指導、発表
の練習などを個別指導で補充します。
・学年行事、市民科およびキャリア教育とも関連付
け、進路や将来の職業選択に必要な情報やスキル
を身に付ける進路指導を行います。

【前期課程】
・自分のきこえの状態を知り、補聴器や人工内耳等
を活用しながら、聞き取りの力を高める。
・言語発達を促し、ことばの理解を深めたり、様々な
表現方法を身に付けたりすることで、自己表現力
やコミュニケーション能力を高める。

【後期課程】
・補聴器や人工内耳など、聴覚補償機器や補聴援助
機器について理解し、適切に活用する力を身に付
けさせる。
・障害と向き合いながらどのように生きていくか考
え、なりたい自分に近付くための努力を重ね、成功
体験を積み重ねることを通して、生徒の自己肯定
感を高める。

特別支援教室
　特別支援教室は、週に１～４時間程度決まった時間に、在籍している学校内にある「特別支援教室」で、
訪問指導の先生から指導を受ける仕組みです。
　お子さんの状況を把握し、適切な指導・支援を行うことで、円滑な就学や在籍学級での充実した
生活に繋げることができます。

目　的

　児童・生徒の学習上または生活上の困難を改善・克服し、可能な限り多くの時間を在籍学級で他の
児童・生徒と共に有意義な学校生活を送れるようになることです。

対象となる児童・生徒

　通常の学級に在籍し、知的障害がなく発達障害等があり、通常の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする児童・生徒が対象です。

自閉症（ASD）

円滑な人間関係がで
きない、周囲の人が
考えていることの推
測が苦手等の発達の
偏りが見られ、一部
特別な指導を必要と
する児童・生徒

情緒障害

主として心理的な要
因による選択性かん
黙等があるもので、
一部特別な指導を必
要とする児童・生徒

学習障害（LD）

聞く、話す、読む、書く、
計算するまたは推論
する能力のうち、特定
のものの習得と使用
に著しい困難があり、
一部特別な指導を必
要とする児童・生徒

注意欠陥多動性障害
（ADHD）

年齢あるいは発達に
不釣合いな不注意や
衝動性、多動性の状
態等があり、一部特
別な指導を必要とす
る児童・生徒

特別支援教室の一例 プレイルームの一例

原則の指導期間

　特別支援教室の「原則の指導期間」は、１年間です。
　４月利用開始の場合は１年間の利用、年度途中の利用開始の場合は次年度末までの利用となります。
　目標を達成して退室しても、再度児童・生徒が学習上または生活上の困難さを感じることがあります。
その場合は、入室の手続きを簡略化して随時指導を受けることができます（再入室）。退室後６か月以
上経過した場合は、正式な入室手続きが必要です。
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訪問指導の方法

　週に１～４時間程度、拠点校から訪問指導の教員が来て、個別または小集団での指導を行います。
児童・生徒は他校へ移動することなく在籍する学校で指導を受けることができます。

主な指導内容

　一人一人の障害の状態や発達の段階等に応じた指導目標を設定して、障害による学習上または生活
上の困難を改善・克服するための指導（自立活動）を行います。

【指導内容の例】
・対人関係を築くことが苦手な児童・生徒に対し、少人数のグループで他者との距離の取り方や、話し
　かけるタイミングなどを体験的に学ぶことで、コミュニケーションスキルを伸ばします。

拠点校グループ（小学校・義務教育学校前期課程）

拠点校グループ（中学校・義務教育学校後期課程）

宮前小
（すぎの子）

戸越小
（ももの木）

中延小
（くすの木）

浜川中
（かいえん）

東海中
（和〈なごみ〉）

鈴ケ森中
（すずの音）

伊藤学園
（あじさい教室）

八潮学園
（かもめ）

大崎中
（かしわ）

荏原第一中
（エバードルーム）

戸越台中
（台中ルーム）

日野学園
（ふくろう教室）

品川学園
（My Challenge）

冨士見台中
（ふじみ）

荏原第五中
（さつき教室）

荏原第六中
（みどり）

荏原平塚学園
（若竹教室）

豊葉の杜学園
（のぞみ教室）

浅間台小
（そよかぜ）

山中小
（こじか）

城南小
（かがやき）

第四日野小
（チャレンジルーム）

第一日野小
（レインボールーム）

後地小
（サポート教室）

御殿山小
（さくらルーム）

第三日野小
（ひかり）

日野学園
（ふくろう）

源氏前小
（ふれあい）

延山小
（なでしこ）

旗台小
（パレット）

荏原平塚学園
（たけのこ教室）

京陽小
（たんぽぽ）

小山台小
（けやき）

鮫浜小
（あおぞら）

立会小
（にこにこルーム）

八潮学園
（かもめ）

上神明小
（ふたば）

伊藤学園
（あじさい）

大原小
（ポレポレルーム）

伊藤小
（ひだまり）

第二延山小
（にじいろ）

清水台小
（しみずルーム）

小山小
（かがやき）

鈴ケ森小
（すずらん）

浜川小
（つくし）

大井第一小
（たぶの木）

三木小
（風）

芳水小
（くすの木のへや）

豊葉の杜学園
（のぞみ）

台場小
（台場ルーム）

城南第二小
（しおかぜ）

品川学園
（My Study）

連携・情報共有

指導の工夫

在籍学級 特別支援教室

自立活動の指導

小・中学校、義務教育学校 拠点校
訪問指導教員

様々な相談機関

１．教育に関する相談窓口（教育総合支援センター）

※上記以外にも、スクールカウンセラーを区立学校に配置し、併せてスクールソーシャルワーカーが学校を
　巡回することにより、相談に応じています。

相談先 内　容

特別支援教育担当
☎ ０３－５７４０－８２０２
（平日９：００～１７：００）

就学相談など特別支援教育に関する相談をお受けします。

教育相談室
教育相談専用電話
☎ ０３－３４９０－２００６
（平日・土９：００～１７：００）

学校支援担当
☎ ０３－５７４０－８２２５
（平日９：００～１７：００）

本人や保護者を対象として、教育に関する問題、悩みや心配
について、カウンセラーや教育相談員が電話や来室（予約）に
より相談をお受けします（区内在住の高校生までの子どもまた
は区立学校在籍の児童・生徒が対象）。

いじめをはじめ、不登校や非行等に関することについて、相談
をお受けします。スクールソーシャルワーカー、カウンセラー、
元警察官、指導主事などが学校や家庭とともに解決に向けて
相談していきます（区立学校在籍の児童・生徒が対象）。

３．子育てに関する相談
相談先 内　容

地域子ども家庭支援センター品川　　
☎ ０３－３４７１－５５７０
地域子ども家庭支援センター大井
☎ ０３－３７７２－９０９０
地域子ども家庭支援センター荏原
☎ ０３－３４９０－６０７０
※令和８年５月上旬より変更予定
（平日８：３０～１７：００）

０歳～１８歳までの子育て全般に関する相談をお受けします。

産前から就学前のお子さままでの子育てに関する相談をお受
けします。

子ども家庭支援センター　児童相談担当
☎ ０３－６４２１－５２３６
（平日・土８：３０～１７：００）

２．障害福祉サービス利用および発達に関する相談
相談先 内　容

障害者支援課　障害者相談支援担当
☎ ０３－５７４２－６７１１
（平日８：３０～１７：００）

お子様の障害についてどのような支援があるか相談できる窓
口です。

品川児童学園　子ども発達相談室
☎ ０３－６７１８－４４６０
（平日・土９：００～１８：００）

言葉やお友達との遊び方等の発達にご不安・ご心配のある
お子様について心理士や社会福祉士などの専門職が相談を
受け、支援につなぐ相談窓口です。
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訪問指導の方法

　週に１～４時間程度、拠点校から訪問指導の教員が来て、個別または小集団での指導を行います。
児童・生徒は他校へ移動することなく在籍する学校で指導を受けることができます。

主な指導内容

　一人一人の障害の状態や発達の段階等に応じた指導目標を設定して、障害による学習上または生活
上の困難を改善・克服するための指導（自立活動）を行います。

【指導内容の例】
・対人関係を築くことが苦手な児童・生徒に対し、少人数のグループで他者との距離の取り方や、話し
　かけるタイミングなどを体験的に学ぶことで、コミュニケーションスキルを伸ばします。

拠点校グループ（小学校・義務教育学校前期課程）

拠点校グループ（中学校・義務教育学校後期課程）

宮前小
（すぎの子）

戸越小
（ももの木）

中延小
（くすの木）

浜川中
（かいえん）

東海中
（和〈なごみ〉）

鈴ケ森中
（すずの音）

伊藤学園
（あじさい教室）

八潮学園
（かもめ）

大崎中
（かしわ）

荏原第一中
（エバードルーム）

戸越台中
（台中ルーム）

日野学園
（ふくろう教室）

品川学園
（My Challenge）

冨士見台中
（ふじみ）

荏原第五中
（さつき教室）

荏原第六中
（みどり）

荏原平塚学園
（若竹教室）

豊葉の杜学園
（のぞみ教室）

浅間台小
（そよかぜ）

山中小
（こじか）

城南小
（かがやき）

第四日野小
（チャレンジルーム）

第一日野小
（レインボールーム）

後地小
（サポート教室）

御殿山小
（さくらルーム）

第三日野小
（ひかり）

日野学園
（ふくろう）

源氏前小
（ふれあい）

延山小
（なでしこ）

旗台小
（パレット）

荏原平塚学園
（たけのこ教室）

京陽小
（たんぽぽ）

小山台小
（けやき）

鮫浜小
（あおぞら）

立会小
（にこにこルーム）

八潮学園
（かもめ）

上神明小
（ふたば）

伊藤学園
（あじさい）

大原小
（ポレポレルーム）

伊藤小
（ひだまり）

第二延山小
（にじいろ）

清水台小
（しみずルーム）

小山小
（かがやき）

鈴ケ森小
（すずらん）

浜川小
（つくし）

大井第一小
（たぶの木）

三木小
（風）

芳水小
（くすの木のへや）

豊葉の杜学園
（のぞみ）

台場小
（台場ルーム）

城南第二小
（しおかぜ）

品川学園
（My Study）

連携・情報共有

指導の工夫

在籍学級 特別支援教室

自立活動の指導

小・中学校、義務教育学校 拠点校
訪問指導教員

様々な相談機関

１．教育に関する相談窓口（教育総合支援センター）

※上記以外にも、スクールカウンセラーを区立学校に配置し、併せてスクールソーシャルワーカーが学校を
　巡回することにより、相談に応じています。

相談先 内　容

特別支援教育担当
☎ ０３－５７４０－８２０２
（平日９：００～１７：００）

就学相談など特別支援教育に関する相談をお受けします。

教育相談室
教育相談専用電話
☎ ０３－３４９０－２００６
（平日・土９：００～１７：００）

学校支援担当
☎ ０３－５７４０－８２２５
（平日９：００～１７：００）

本人や保護者を対象として、教育に関する問題、悩みや心配
について、カウンセラーや教育相談員が電話や来室（予約）に
より相談をお受けします（区内在住の高校生までの子どもまた
は区立学校在籍の児童・生徒が対象）。

いじめをはじめ、不登校や非行等に関することについて、相談
をお受けします。スクールソーシャルワーカー、カウンセラー、
元警察官、指導主事などが学校や家庭とともに解決に向けて
相談していきます（区立学校在籍の児童・生徒が対象）。

３．子育てに関する相談
相談先 内　容

地域子ども家庭支援センター品川　　
☎ ０３－３４７１－５５７０
地域子ども家庭支援センター大井
☎ ０３－３７７２－９０９０
地域子ども家庭支援センター荏原
☎ ０３－３４９０－６０７０
※令和８年５月上旬より変更予定
（平日８：３０～１７：００）

０歳～１８歳までの子育て全般に関する相談をお受けします。

産前から就学前のお子さままでの子育てに関する相談をお受
けします。

子ども家庭支援センター　児童相談担当
☎ ０３－６４２１－５２３６
（平日・土８：３０～１７：００）

２．障害福祉サービス利用および発達に関する相談
相談先 内　容

障害者支援課　障害者相談支援担当
☎ ０３－５７４２－６７１１
（平日８：３０～１７：００）

お子様の障害についてどのような支援があるか相談できる窓
口です。

品川児童学園　子ども発達相談室
☎ ０３－６７１８－４４６０
（平日・土９：００～１８：００）

言葉やお友達との遊び方等の発達にご不安・ご心配のある
お子様について心理士や社会福祉士などの専門職が相談を
受け、支援につなぐ相談窓口です。
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品川区の特別支援学級設置校

③

○34

○18

○27

◇6

◇4

品川区の特別支援教育
令和 8 年 4 月発行

編集・発行 品川区教育委員会事務局　教育総合支援センター　特別支援教育担当
〒141－0031　品川区西五反田6－5－1 4階
電話　03－5740－8202(直通)
FAX　03－3490－2007

知的障害特別支援学級

⑦第一日野小学校
⑰浜川小学校
○24 中延小学校
③浅間台小学校
○34 上神明小学校

◇1 日野学園
◇2 伊藤学園
◇3 八潮学園
◇4 荏原平塚学園
◇5 品川学園
◇6 豊葉の杜学園

◇6 豊葉の杜学園

大崎中学校

○36 清水台小学校

○27宮前小学校
○18 伊藤小学校

（昭和医科大学病院内）

病弱特別支援学級 言語障害通級指導学級

難聴通級指導学級自閉症・情緒障害特別支援学級

  台場小学校

※特別支援教室は全校に
　設置しています。

〈記号の説明〉
記号の中の番号は学校番号
○特別支援学級(知的障害、
　自閉症・情緒障害、病弱)・
　小学校
◇特別支援学級（知的障害）
　・義務教育学校
□特別支援学級（知的障害）
　・中学校
■特別支援学級（自閉症・
　情緒障害）・中学校
●通級指導学級・小学校
◇通級指導学級
　・義務教育学校

※令和９年度より、
　冨士見台中学校に開設予定


